
白川町保育所条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和８年３月２３日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町規則第４号 

 

 

白川町保育所条例施行規則の一部を改正する規則 

 

白川町保育所条例施行規則（昭和６２年白川町規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

【別記１】 

改 正 後 

 

改 正 前 

 

改 正 後 改 正 前 

（保育所の定員） （保育所の定員） 

第２条 条例第２条に定める保育所の定員

は、次のとおりとする。 

第２条 条例第２条に定める保育所の定員

は、次のとおりとする。 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 

名称 定員 

白川保育園 ４０人 

白川北保育園 ２０人 

黒川保育園 ３０人 

佐見保育園 ２０人 

名称 定員 

白川保育園 ４０人 

白川北保育園 ３０人 

黒川保育園 ４０人 

佐見保育園 ２０人 


